
＜第１期総合戦略＞ ＜第２期総合戦略（素案）＞

基本目標１　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 基本目標１　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI
2018年度末
自己評価 基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI

・「婚活」の支援 ・「婚活」の支援

・思春期から妊娠適齢期の健康相談、健康教育等の実施 ・思春期から妊娠適齢期の健康相談、健康教育等の実施

・子宮頸がん検診の充実 ・子宮頸がん検診の充実

・不妊治療、不育症治療に係る助成 ・不妊治療、不育症治療に係る助成

・妊婦健診の充実 ・妊婦健診の充実

・妊産婦・乳児訪問等の実施 ・産後ケア事業による支援

・母親両親教室の充実 ・妊産婦・乳児訪問等の実施

・母親両親教室の充実

★子育てネットワーク構築事業の推進（子育てポータルサイトの構築等） ★子育てネットワーク構築事業の推進（子育てポータルサイトの運営等）

・ 子ども・子育て支援新制度の円滑運用 ・ 子ども・子育て支援新制度の円滑運用

・ 小児医療費に係る助成の充実 ・ 小児医療費に係る助成の充実

・ 子育て支援センターの運営 ・ 子育て支援センターの運営

・ 子育てに係る相談の充実 ・ 子育てに係る相談の充実

・ ファミリー・サポート・センター事業の充実 ・ ファミリー・サポート・センター事業の充実

・ 保育所、幼稚園による相談、一時預かり等の支援の充実 ・ 保育所、幼稚園等による相談、一時預かり等の支援の充実

・ 幼稚園就園等に係る支援 ・ 幼稚園就園等に係る支援

・ 放課後児童への対応の充実（ふれあいスクール、放課後児童クラブ等） ・ 放課後児童への対応の充実（ふれあいスクール、放課後児童クラブ等）

・ 家庭教育推進事業の充実 ・ 家庭教育推進事業の充実

・ 学校給食の充実 ・ 学校給食の安定的な提供

・ 子育てと仕事を両立させる環境整備

★ 体験学習施設講座事業の推進 ★ 体験学習施設講座事業の推進

★ 池子の森自然公園整備事業の推進 ★ 池子の森自然公園整備事業の推進

★ 共育ネットワーク構築事業の推進 ★ 共育ネットワーク構築事業の推進

・ 公園の整備 ・ 公園の整備

・ 親子遊びの場の運営、支援 ・ 親子遊びの場の運営、支援

・ ほっとスペース、プレイパーク等の運営 ・ ほっとスペース、プレイパーク等の運営

・ 読書活動の推進（おはなし会等） ・ 読書活動の推進（おはなし会等）

★ 療育推進事業の推進（（仮称）療育・教育の総合センターの設置・運営） ★ 療育推進事業の推進（療育教育総合センターの運営）

・ ひとり親家庭等への福祉施策の充実 ・ ひとり親家庭等への継続的な支援

・ 要保護児童に対する取組み ・ 子どもの貧困に関する取組み

・ 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援 ・ 要保護児童に対する取組み

・ 支援を必要とする子どもに対する学習支援

出生数が400人/年に
なっている

子育てポータルサイト
のアクセス数が
203,000件/年になっ
ている

体験学習施設の主催
講座の延べ参加者数
が2,000人/年となって
いる

療育教育総合セン
ターで実施する相談
及び障害児通所支援
を利用したことのある
子どもの、市内18歳
までの子どもに対す
る割合が10.7％に
なっている。

第１期総合戦略と第２期総合戦略（素案）の比較表

【基本的方向１】
若い世代が結
婚・妊娠・出産・
育児をしやすい
環境づくりを進
める

①結婚から妊
娠、出産に向け
た支援

【基本的方向１】
若い世代が結
婚・妊娠・出産・
育児をしやすい
環境づくりを進
める

①結婚から妊
娠、出産に向け
た支援

②子育てを支え
る取組みの推
進

②子育てを支え
る取組みの推
進

③子育てを楽し
める環境づくり
の推進

③子育てを楽し
める環境づくり
の推進

④支援を必要と
する子どもへの
取組みの推進

出生数が400人/年に
なっている

子育てポータルサイト
のアクセス数が
120,000件/年になっ
ている

体験学習施設の主催
講座の延べ参加者数
が1,600人/年となって
いる

(仮称)療育・教育の総
合センターで実施す
る相談及び障害児通
所支援を利用したこと
のある子どもの、市内
18歳までの子どもに
対する割合が8.3%に
なっている。

④支援を必要と
する子どもへの
取組みの推進

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

数値目標 合計特殊出生率が1.53になっている。
数値目標

 2013年　　2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 目標
　　 1.34　　　　　1.28 1.32 1.40 1.28 1.41

合計特殊出生率が1.41になっている。

資料５
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基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI
2018年度末
自己評価 基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI

★教員の授業力・学級経営力・児童生徒指導力向上重点事業の推進 ★教員の授業力・学級経営力・児童生徒指導力向上重点事業の推進

・授業研究の充実 ・授業研究の充実

・地域教育力の活用 ・地域教育力の活用

・学校施設の整備・充実 ・学校施設の整備・充実

★ 教員の授業力・学級経営力・児童生徒指導力向上重点事業の推進＜再掲＞ ★ 教員の授業力・学級経営力・児童生徒指導力向上重点事業の推進＜再掲＞

★ 療育推進事業の推進（（仮称）療育・教育の総合センターの設置・運営）＜再掲＞ ★療育推進事業の推進（療育教育総合センターの運営）＜再掲＞

・ 校内支援体制を活用した支援教育の推進 ・ 校内支援体制を活用した支援教育の推進

・ 幼稚園・保育園・小学校・中学校の連携の推進 ・ 幼稚園・保育園・小学校・中学校の連携の推進

★ 共育ネットーク構築事業の推進＜再掲＞ ★ 共育ネットーク構築事業の推進＜再掲＞

★ 体験学習施設講座事業の実施＜再掲＞ ★ 体験学習施設講座事業の実施＜再掲＞

・共育のイベントの開催 ・共育のイベントの開催

・ 放課後児童への対応の充実（ふれあいスクール、放課後児童クラブ等）＜再掲＞ ・ 放課後児童への対応の充実（ふれあいスクール、放課後児童クラブ等）＜再掲＞

・ 青少年の健全な育成に係る事業の推進 ・ 青少年の健全な育成に係る事業の推進

・  子どもを対象とした文化活動の振興に係る事業の推進（アウトリーチ活動等） ・  子どもを対象とした文化活動の振興に係る事業の推進（アウトリーチ活動等）

・ 子どもを対象としたスポーツ活動に係る事業の推進 ・ 子どもを対象としたスポーツ活動に係る事業の推進

★男女共同参画プラン推進事業の推進（ずし男女共同参画プランの改定、男女共同
参画啓発事業の実施、（仮称）ずし男女共同参画推進条例に係る調査・研究等）

★男女共同参画プラン推進事業の推進（ずし男女共同参画プランの改定、男女共同
参画啓発事業の実施、（仮称）ずし男女共同参画推進条例に係る調査・研究等）

★市民協働推進事業の推進 ★市民協働推進事業の推進

★子育てネットワーク構築事業の推進（子育てポータルサイトの構築等）＜再掲＞ ★子育てネットワーク構築事業の推進（子育てポータルサイトの運営等）＜再掲＞

・ ライフステージや学習要求に応じた学習機会の提供 ・ ライフステージや学習要求に応じた学習機会の提供

・ 母親両親教室の充実＜再掲＞ ・ 母親両親教室の充実＜再掲＞

・ 家庭教育推進事業の充実＜再掲＞ ・ 家庭教育推進事業の充実＜再掲＞

・ 保育所、幼稚園による相談、一時預かり等の支援の充実＜再掲＞ ・ 保育所、幼稚園等による相談、一時預かり等の支援の充実＜再掲＞

・ テレワーク、クラウドソーシング等の推進に関する取組み ・ テレワーク、クラウドソーシング等の推進に関する取組み

・ 子育てと仕事を両立させる環境整備＜再掲＞

・ 保育環境の充実（待機児童ゼロ、延長保育ほか） ・ 保育環境の充実（待機児童ゼロ、延長保育ほか）

・ 病児・病後児保育の充実 ・ 病児・病後児保育の充実

・ 放課後児童への対応の充実（ふれあいスクール、放課後児童クラブ等）＜再掲＞ ・ 放課後児童への対応の充実（ふれあいスクール、放課後児童クラブ等）＜再掲＞

・ 子育てに係る相談の充実＜再掲＞ ・ 子育てに係る相談の充実＜再掲＞

・ ファミリー・サポート・センター事業の充実＜再掲＞ ・ ファミリー・サポート・センター事業の充実＜再掲＞

・ 保育士確保に向けた取組みの推進

各学校で年３回、す
べての教員が「自己
チェックリスト」を実施
し、教育指導（教）員
の授業観察後の
フィードバック時に、
授業についての振り
返りに活用している。

療育教育総合セン
ターで実施する相談
及び障害児通所支援
を利用したことのある
子どもの、市内18歳
までの子どもに対す
る割合が10.7％に
なっている。

子どもを対象にした
「共育」の講座に参加
する子どもが延べ
10,000人/年になって
いる

逗子市の母親両親教
室へパートナーと参
加する初妊婦の割合
が、全初妊婦の内40
パーセントになってい
る

市内保育所の待機児
童数が0人になってい
る

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

【基本的方向３】
男女が共に働き
ながら子育てし
やすい環境を整
えるなど、ワー
ク・ライフ・バラ
ンスの実現に向
けた取組みを進
める

①ワーク・ライ
フ・バランスの
実現に寄与する
取組みの推進

【基本的方向３】
男女が共に働き
ながら子育てし
やすい環境を整
えるなど、ワー
ク・ライフ・バラ
ンスの実現に向
けた取組みを進
める

①ワーク・ライ
フ・バランスの
実現に寄与する
取組みの推進

②働きながら子
育てしやすい環
境の整備

②働きながら子
育てしやすい環
境の整備

母親両親教室に参加
する男性の数が42％
になっている（医療機
関で実施する講習も
含む）

市内保育所の待機児
童数が0人になってい
る

【基本的方向２】
子どもたちが学
びやすい環境
整備をさらに進
め、子どもたち
の生きる力をよ
り一層高める教
育を実践する

①学校教育の
充実

【基本的方向２】
子どもたちが学
びやすい環境
整備をさらに進
め、子どもたち
の生きる力をよ
り一層高める教
育を実践する

①学校教育の
充実

②支援を必要と
する児童・生徒
への取組みの
推進

②支援を必要と
する児童・生徒
への取組みの
推進

③子どもの社会
教育環境の充
実

③子どもの社会
教育環境の充
実

62.5%以上の教員が
「自己チェックリスト」
を活用して授業や学
級経営についての振
り返りを行っている

(仮称)療育・教育の総
合センターで実施す
る相談及び障害児通
所支援を利用したこと
のある子どもの、市内
18歳までの子どもに
対する割合が8.3%に
なっている。

子どもを対象にした
「共育」の講座に参加
する子どもが延べ
2,000人/年になって
いる

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある
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基本目標２　逗子市への新しいひとの流れをつくる 基本目標２　逗子市への新しいひとの流れをつくる

基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI
2018年度末
自己評価

基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI

・ 「全国移住ナビ」の活用 ☆空き家解消事業の推進（空き家の流通促進、活用等）

・ 転出者・転入者の実態、意識の把握・活用 ・ 転出者・転入者の実態、意識の把握・活用

・ 移住・定住に関する取組み ・ 移住・定住に関する取組み

・ 転入者に対するウェルカム感を高める施策に関する取組み ・ 転入者に対するウェルカム感を高める施策に関する取組み

・ （仮称）住環境形成計画の策定 ・ 住環境形成計画の推進

・ 不動産業、金融機関との連携策に関する取組み ・ 不動産業、金融機関との連携策に関する取組み

・ シティプロモーション戦略の策定等に関する取組み ・ シティプロモーション戦略の推進

・ 情報発信の充実 ・ 情報発信の充実

・ フィルム・コミッションに関する取組み ・ フィルム・コミッションに関する取組み

・ 感情認識ヒューマノイドロボットに関する取組み ・ 景観啓発冊子「まちなみデザイン逗子」の活用

・ 景観啓発冊子「まちなみデザイン逗子」の活用 ・ 逗子旅＋
プラス

プロジェクトの推進

・逗子市広報大使による発信

★ 逗子海岸保全活用事業の推進（海水浴場の開設・運営など） ★ 逗子海岸保全活用事業の推進（海水浴場の開設・運営など）

★ 自然の回廊プロジェクト推進事業の推進 ★ 自然の回廊プロジェクト推進事業の推進

★ 池子の森自然公園整備事業の推進＜再掲＞ ★ 池子の森自然公園整備事業の推進＜再掲＞

★ 逗子アートフェスティバルの充実 ★ 逗子アートフェスティバルの充実

★ 商工業振興事業の推進（商工会・商店街への助成、（仮称）商工業振興計画の策
定など）

★ 商工業振興事業の推進（商工会・商店街への助成、（仮称）商工業振興計画の策
定など）

★ 東逗子地域の活性化を目指したJR東逗子駅前用地活用事業の推進 ★ 東逗子地域の活性化を目指したJR東逗子駅前用地活用事業の推進

・ 日本一安全安心で楽しいファミリービーチの推進
★ 小坪海浜地域活性化事業の推進（小坪漁業協同組合への助成、小坪漁港の整
備・保全工事、（仮称）小坪海浜地域活性化計画の策定など）

・ 逗子市観光協会への助成 ・ 日本一安全安心で楽しいファミリービーチの推進

・ 観光情報発信の充実（デジタルサイネージによる提供等） ・ 逗子市観光協会への助成

・ 三浦半島観光連絡協議会を中心とした、三浦半島で連携した取組みの推進 ・ 観光情報発信の充実（デジタルサイネージによる提供等）

・ 県の（仮称）三浦半島魅力最大化プロジェクト等との連携 ・ 三浦半島観光連絡協議会を中心とした、三浦半島で連携した取組みの推進

・ マリンスポーツ等、海でのレジャー体験の推進 ・ 県の三浦半島魅力最大化プロジェクト等との連携

・  秋・冬の海岸の活用（プロジェクションマッピング海浜投影等） ・ マリンスポーツ等、海でのレジャー体験の推進

・ 「自転車半島宣言」の推進（自転車による三浦半島回遊に係る観光推進等） ・  秋・冬の海岸の活用（プロジェクションマッピング海浜投影等）

・ 文化財の活用 ・ 「自転車半島宣言」の推進（自転車による三浦半島回遊に係る観光推進等）

・ 文化財の新規指定及び積極的な公開活用

・ 逗子旅＋
プラス

プロジェクトの推進＜再掲＞

・ ふるさと納税や企業版ふるさと納税に関する取組み

・ 三浦半島ＤＭＯ事業との連携

市HPのシティプロ
モーションのページへ
のアクセスが35,000
件/年になっている

入込観光客数が年間
110万人になってい
る。

移住・定住に係る相
談が30件／年になっ
ている

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

【基本的方向２】
「また訪れたい」
「いつか訪れた
い」から「いつか
は住んでみた
い」という気持ち
になるようなシ
ティプロモーショ
ンを推進する。

①シティプロ
モーションの推
進

【基本的方向２】
「また訪れたい」
「いつか訪れた
い」から「住みた
い」という気持ち
になるようなシ
ティプロモーショ
ンを推進する。

①シティプロ
モーションの推
進

②交流人口の
増加に寄与する
取組みの充実

②交流人口の
増加や関係人
口の創出に寄
与する取組みの
充実

【基本的方向１】
逗子市での居
住を潜在的に希
望している層
を、逗子市への
移住に確実に
結びつけ、逗子
市への定住を
促進する

①移住・定住施
策の推進

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

移住・定住に係る相
談が60件/年になって
いる

市HPのシティプロ
モーションのページへ
のアクセスが12,000
件/年になっている

入込観光客数が100
万人になっている

【基本的方向１】
逗子市での居
住を潜在的に希
望している層
を、逗子市への
移住に確実に
結びつけ、逗子
市への定住を
促進する

①移住・定住施
策の推進

数値目標
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標

184 239 362（累計601） 49（累計650） 44（累計694） 1,000

５年間の転入超過数が累計で1,000人になっている。
数値目標 ５年間の転入超過数が累計で1,000人になっている。

3



基本目標３　逗子市に暮らしながら「しごと」の希望をかなえる 基本目標３　逗子市に暮らしながら「しごと」の希望をかなえる

基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI
2018年度末
自己評価

基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI

★ 歩行者と自転車を優先するまち推進事業の推進 ★ 歩行者と自転車を優先するまち推進事業の推進

・ 鉄道事業者との連携による通勤電車本数の維持 ・ 鉄道事業者との連携による通勤電車本数の維持

・ より快適な通勤環境整備への支援 ・ より快適な通勤環境整備への支援

・ 公共交通機関への乗り換えを容易にするシステムに関する取組み ・ 公共交通機関への乗り換えを容易にするシステムに関する取組み

・ 駐輪場の整備 ・ 駐輪場の整備

★ 商工業振興事業の推進（商工会・商店街への助成、（仮称）商工業振興計画の策
定など）＜再掲＞

★ 商工業振興事業の推進（商工会・商店街への助成、（仮称）商工業振興計画の策
定など）＜再掲＞

・ 金融機関、商工会等と連携した事業承継の支援 ・ 金融機関、商工会等と連携した事業承継の支援

②漁業の活性
化への支援

★ 小坪海浜地域活性化事業の推進（小坪漁業協同組合への助成、国有海浜地不法
占拠物件の撤去、小坪漁港の整備・保全工事、（仮称）小坪海浜地域活性化計画の策
定など）

小坪海浜地域活性化
計画が完成している

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

②漁業の活性
化への支援

★ 小坪海浜地域活性化事業の推進（小坪漁業協同組合への助成、小坪漁港の整
備・保全工事、（仮称）小坪海浜地域活性化計画の策定など）＜再掲＞

市内漁獲量が５年間
合計で500トンになっ
ている。

★逗子海岸保全活用事業の推進（海水浴場の開設・運営など）＜再掲＞ ★逗子海岸保全活用事業の推進（海水浴場の開設・運営など）＜再掲＞

・ 県の（仮称）三浦半島魅力最大化プロジェクト等との連携＜再掲＞ ☆空き家解消事業の推進（空き家の流通促進、活用等）＜再掲＞

・ インバウンド観光に関する取組み ・ 企業誘致に関する取組み

・ ふるさと納税や企業版ふるさと納税に関する取組み＜再掲＞

・ 地域産業の増収支援や地域資源開発に関する取組み

・ 県の三浦半島魅力最大化プロジェクト等との連携＜再掲＞

・ インバウンド観光に関する取組み

・ AI、IoT、ビッグデータなどの先進的技術や官民データ活用の推進

・ 高齢者の就労支援 ・女性の就労支援

・ 障がい者の就労支援 ・ 高齢者の就労支援

・ 金融機関、商工会等との連携した女性の就労支援 ・ 障がい者の就労支援

・ テレワーク、クラウドソーシング等の推進に関する取組み＜再掲＞ ・ 金融機関、商工会等との連携した女性の就労支援

・ テレワーク、クラウドソーシング等の推進に関する取組み＜再掲＞

・子育てと仕事を両立させる環境整備＜再掲＞

★ 商工業振興事業の推進（商工会・商店街への助成、（仮称）商工業振興計画の策
定など）＜再掲＞

★ 商工業振興事業の推進（商工会・商店街への助成、（仮称）商工業振興計画の策
定など）＜再掲＞

・ 新たなビジネスなどの創出への支援に関する取組み ・ 新たなビジネスなどの創出への支援に関する取組み

・ 金融機関、商工会等と連携した創業支援事業計画に基づく創業予定者への支援 ・ 金融機関、商工会等と連携した創業支援事業計画に基づく創業予定者への支援

・ AI、IoT、ビッグデータなどの先進的技術や官民データ活用の推進＜再掲＞

創業支援事業計画を
利用し、創業に至った
者が５年間で35件に
なっている。

逗子市の良い点と感
じる事柄として「通勤・
通学に便利」とする市
民の割合が45パーセ
ントとなっている

法人設立（本店新
規）・設置（支店等）件
数が法人閉鎖・解散
件数の1.5倍以上を維
持している

逗子海岸が安全で快
適なファミリービーチ
として維持されてお
り、海水浴客数が40
万人を超えている。

女性の個人市民税所
得割課税額が10％増
加している

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

【基本的方向３】
ダイバーシティ
(多様性)を受け
入れながら、若
者、女性、高齢
者、障がいのあ
る人などあらゆ
る立場の人が
活躍できるよう、
就労支援や新
たな「しごと」の
場などの創出を
目指す

①多様な働き
手、柔軟な働き
方への支援

②新たなビジネ
ス等の創出へ
の支援

②新たなビジネ
ス等の創出へ
の支援

【基本的方向１】
東京・横浜への通
勤圏に位置する住
宅都市として発展し
てきた逗子市の性
格を踏まえ、逗子
市に暮らしながら快
適に「しごと」が行え
るよう環境整備を進
める

①快適な通勤
環境の支援

【基本的方向１】
東京・横浜への通
勤圏に位置する住
宅都市として発展し
てきた逗子市の性
格を踏まえ、逗子
市に暮らしながら快
適に「しごと」が行え
るよう環境整備を進
める

①快適な通勤
環境の支援

【基本的方向２】
商工業や漁業
など逗子市の地
域産業の活性
化を図る

①商工業の活
性化への支援

【基本的方向２】
商工業や漁業
など逗子市の地
域産業の活性
化を図る

①商工業の活
性化への支援

③その他地域
産業の活性化
に資する事業の
推進

③その他「稼ぐ
力」の向上に資
する取組みの推
進

【基本的方向３】
ダイバーシティ
(多様性)を受け
入れながら、若
者、女性、高齢
者、障がい者な
どあらゆる立場
の人が活躍でき
るよう、就労支
援や新たな「し
ごと」の場など
の創出を目指す

①多様な働き
手、柔軟な働き
方への支援

逗子海岸が安全で快
適なファミリービーチ
として維持されてお
り、海水浴客数が32.5
万人を越えている

女性の個人市民税所
得割課税額が10％増
加している

創業支援事業計画を
利用し、創業に至った
者が5年間で35件に
なっている

自転車・オートバイ駐
輪場の収容台数が
3,700台になっている

法人設立(本店新規)・
設置(支店等)件数が
法人閉鎖・解散件数
の2倍以上を維持して
いる

数値目標
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標

27,568 27,438 27,858 27,987 28,083 28,000

個人市民税納税義務者数が28,000人になっている。※均等割のみの者を除く。

数値目標
個人市民税納税義務者数が28,900人になっている。
※均等割のみの者を除く。
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基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI
2018年度末
自己評価

基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI

・ 広報ずし等発行事業をはじめとした情報発信の充実 ★国際交流推進事業の推進

・ くらしのガイドのリニューアル ★非核平和推進事業の推進

・ 広報キャラクターを活用した広報活動の強化 ★逗子アートフェスティバルの充実＜再掲＞

・逗子市市民活動・生涯学習情報サイトの充実

★国際交流推進事業の推進 ・フェアトレードタウンの取組みの支援

★非核平和推進事業の推進 ・文化活動の振興に係る事業の推進

★逗子アートフェスティバルの充実＜再掲＞ ・プロジェクションマッピング海浜投影

・逗子市市民活動・生涯学習情報サイトの充実 ★池子の森自然公園整備事業の推進＜再掲＞

・フェアトレードタウンの取組みの支援 ★特別緑地保全地区指定事業の推進

・文化活動の振興に係る事業の推進 ★逗子海岸保全活用事業の推進（きれいな海岸の保全など）＜再掲＞

・プロジェクションマッピング海浜投影 ★自然の回廊プロジェクト推進事業の推進＜再掲＞

★池子の森自然公園整備事業の推進＜再掲＞ ・ 自然の遊び場（プレイパーク）の運営

★特別緑地保全地区指定事業の推進 ・ 緑化に係る事業の推進

★逗子海岸保全活用事業の推進（きれいな海岸の保全など）＜再掲＞ ・ 公園の整備＜再掲＞

★自然の回廊プロジェクト推進事業の推進＜再掲＞ ★東逗子地域の活性化を目指したJR東逗子駅前用地活用事業の推進＜再掲＞

・ 自然の遊び場（プレイパーク）の運営 ★計画的なまちづくり推進事業の推進

・ 緑化に係る事業の推進 ★景観のまちづくり推進事業の推進

・ 公園の整備＜再掲＞ ☆空き家解消事業の推進（空き家の流通促進、活用等）＜再掲＞

★東逗子地域の活性化を目指したJR東逗子駅前用地活用事業の推進＜再掲＞ ★都市計画策定事業の推進

★計画的なまちづくり推進事業の推進 ★歩行者と自転車を優先するまち推進事業の推進＜再掲＞

★景観のまちづくり推進事業の推進
★ 小坪海浜地域活性化事業の推進＜再掲＞（小坪漁業協同組合への助成、小坪漁
港の整備・保全工事、（仮称）小坪海浜地域活性化計画の策定など）

★都市計画策定事業の推進 ・ 住環境形成計画の推進＜再掲＞

★歩行者と自転車を優先するまち推進事業の推進＜再掲＞ ・都市機能を整えるインフラ整備

・ （仮称）住環境形成計画の策定＜再掲＞ ・ （仮称）都市機能の整った快適なまち推進プランの策定

・ （仮称）公共施設等総合管理計画の策定 ・ バリアフリーのまちづくりの推進

・ バリアフリーのまちづくりの推進 ・ 日本一安全安心で楽しいファミリービーチの推進＜再掲＞

・ 日本一安全安心で楽しいファミリービーチの推進＜再掲＞ ・ 未来技術の活用に向けた取組の推進（新たなモビリティサービスなど）

★生ごみ減量化・資源化事業の推進（ゼロ・ウェイストの推進）

★一般廃棄物処理施設整備事業の推進

★温室効果ガス削減事業（スマートエネルギー普及促進事業など）の推進

・海洋プラスチックごみ対策の推進

★生ごみ減量化・資源化事業の推進（ゼロ・ウェイストの推進） ・ 広報ずし等発行事業をはじめとした情報発信の充実

★一般廃棄物処理施設整備事業の推進 ・ くらしのガイドのリニューアル

★温室効果ガス削減事業（スマートエネルギー普及促進事業など）の推進 ・ 逗子旅＋
プラス

プロジェクトの推進＜再掲＞

・逗子市広報大使による発信

「このまちが好きだ」と
する市民の割合が
90％となっている

市民1人当たりのごみ
排出量が1日当たり
700ｇ以下になってい
る

逗子市市民活動・生
涯学習情報サイトの
アクセス数が80,000
件/年になっている

池子の森自然公園の
緑地エリアを活用した
プレイパーク等に参
加した人が2,000人に
なっている

空き家バンクによる
成約件数が累計25件
になっている

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

達成した

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

④快適なまちづ
くりの推進

⑤持続可能なま
ちづくりの推進

シンボルツリー苗木
の配布件数が累計40
件になっている

市民1人当たりのごみ
排出量が1日当たり
700ｇ以下になってい
る

基本目標４　魅力的で、誰もがいつまでも安心して健康に暮らせるまちづくりを推進する

【基本的方向１】
市民の誰もが逗
子市に住んでい
ることを誇りに

思い、「いつまで
も住み続けたい
と思えるような、
魅力的な地域
づくりを進める

①シビック、プラ
イドの醸成につ
ながる取組みの
推進

【基本的方向１】
市民の誰もが逗
子市に住んでい
ることを誇りに
思い、「いつまで
も住み続けたい
と思えるような、
魅力的な地域
づくりを進める

②魅力的な活
動あふれるまち
づくりの推進

③自然を生かし
たまちづくりの
推進

基本目標４　魅力的で、誰もがいつまでも安心して健康に暮らせるまちづくりを推進する

「このまちが好きだ」と
する市民の割合が
90％となっている

逗子市市民活動・生
涯学習情報サイトの
アクセス数が18,000
件/年になっている

池子の森自然公園の
緑地エリアを活用した
プレイパーク等の自
然を生かしたイベント
に参加した人が2,000
人になっている

⑤シビック、プラ
イドを促進する
取組みの推進

④持続可能なま
ちづくりの推進

①魅力的な活
動あふれるまち
づくりの推進

②自然を生かし
たまちづくりの
推進

③快適なまちづ
くりの推進

数値目標
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標

－ 64.6% 77.0% 78.4% 74.7% 75%

市外転出者アンケートで、「事情が許せば逗子に戻ってきたい」とする人の割合が75パーセントになっている。

数値目標
市外転出者アンケートで、「事情が許せば逗子に戻ってきたい」とする
人の割合が80パーセントになっている
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基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI
2018年度末
自己評価 基本的方向 具体的施策 主な取組み KPI

★（仮称）自治基本条例検討事業の推進 ★地域自治システム推進事業の推進

★市民協働推進事業の推進（（仮称）市民協働推進条例の制定など） ★（仮称）自治基本条例検討事業の推進

★地域自治システム推進事業の推進 ★市民協働推進事業の推進（（仮称）市民協働推進条例の制定など）

★各種講座事業の推進 ★各種講座事業の推進

・各種アダプトプログラムの推進 ☆空き家解消事業の推進（空き家の流通促進、活用等）＜再掲＞

・ふれあい活動の推進 ・各種アダプトプログラムの推進

・市民交流センターの運営 ・ふれあい活動の推進

・社会参加・市民活動ポイントシステムの運用 ・市民交流センターの運営

★地域包括ケアシステム推進事業の推進 ★地域包括ケアシステム推進事業の推進

★日常生活支援総合事業の推進
★介護予防・日常生活支援総合事業の推進（健康寿命を延ばしてみんなで元気な高
齢者をめざす取組み）

★避難行動要支援者支援事業の推進 ★避難行動要支援者支援事業の推進

★防犯対策事業の推進 ★防犯対策事業の推進

・地域福祉推進事業など福祉プランの推進に係る事業 ☆避難施設整備事業の推進

・障がい者の住みよいまちづくりの推進に係る事業 ☆空き家解消事業の推進（空き家の流通促進、活用等）＜再掲＞

・障がい者の住みよいまちづくりの推進に係る事業 ・地域福祉推進事業など福祉プランの推進に係る事業

・障がい者の住みよいまちづくりの推進に係る事業

・障がい者の住みよいまちづくりの推進に係る事業

・未来技術の活用に向けた取組の推進（新たなモビリティサービスなど）＜再掲＞

★健康づくり推進事業の推進（成人等保健事業など）
★健康づくり推進事業の推進（健康寿命を延ばしてみんなで元気な高齢者をめざす取
組みなど）

★地域医療充実事業の推進 ★地域医療充実事業の推進

★日常生活支援総合事業の推進＜再掲＞
★介護予防・日常生活支援総合事業の推進（健康寿命を延ばしてみんなで元気な高
齢者をめざす取組み）＜再掲＞

・ 総合的病院の誘致に向けた取組みの推進 ☆総合的病院誘致事業の推進

・ 「未病を治す半島宣言」の推進 ・ 「未病を治す半島宣言」の推進

・ 高齢者の生きがいと健康づくりの推進 ・ 高齢者の生きがいと健康づくりの推進

・ 介護予防に係る事業の推進 ・ 介護予防に係る事業の推進

・ スポーツ活動に係る事業の推進 ・ スポーツ活動に係る事業の推進

地域活動に月に１回
以上参加している者
の割合が50％以上に
なっている

地域安心安全情報共
有システムの防犯情
報の登録者数が
20,000人になっている

「元気な高齢者」の割
合が83％以上になっ
ている

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までに達
成できる
見込みで
ある

目標年次
までには
達成でき
ない見込
みである

【基本的方向３】
誰もがいつまで
も健康でいきい
きと暮らせるよう
な環境づくりを
進める

①健康長寿の
まちづくりの推
進

【基本的方向２】
市民同士のつ
ながりを深め、
安全安心のまち
づくりを進める

①市民同士をつ
なぐ事業の推進

【基本的方向２】
市民同士のつ
ながりを深め、
安全安心のまち
づくりを進める

①市民同士をつ
なぐ事業の推進

②安心して暮ら
せるまちづくり
の推進

②安心して暮ら
せるまちづくり
の推進

【基本的方向３】
誰もがいつまで
も健康でいきい
きと暮らせるよう
な環境づくりを
進める

①健康長寿の
まちづくりの推
進

5小学校区すべての
住民自治協議会にお
いて、地域の課題解
決の取組みが行われ
ている

地域における支え合
いの土壌となるサロ
ン活動が34か所で行
われている

「元気な高齢者」の割
合が83％以上になっ
ている
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